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家電リサイクル法の対象品目の出し方

区では回収していません。販売店やメーカー、処理業者に処分を依頼してください。

家電リサイクル法の対象品目（４品目）

エアコン テレビ
（ブラウン管・
液晶・プラズマ）

冷蔵庫・冷凍庫

保冷庫・冷温庫

洗濯機・
衣類乾燥機

処分方法

①製品を購入（買い替え）した販売店に引き取りを申し込む

購入先がわからない、もしくは買い替えの予定が無い場合は…

収集を依頼する場合
②家電リサイクル受付センターに申し込む

電話もしくはインターネットでお申し込みください。

自分で持ち込む場合

③指定引取場所に持ち込む

事前に郵便局でリサイクル料金の振り込み（振り込み料金が別途必要）を行い、「振込受付証明書を貼
付した家電リサイクル券」を持参してください。なお、土曜日は家電リサイクル料金の振込業務は行われ
ていません。

区内の指定引取場所 所在地 電話番号 営業時間

(株)ＬＮＪ小泉 京浜島３－３－１２
03-5755-

9100

月～金（祝日、お盆、年末年始等除く）
土（不定休）

午前 9～正午、午後１時～５時
受付は午後4時30分まで

岡山県貨物運送(株) 
京浜支店

平和島２－１－１
（京浜トラック
ターミナル10号棟）

03-3762-
8261

月～土
（祝日、お盆、年末年始等除く）

午前9～正午、午後１～５時
（土は正午まで）

受付は午後4時30分まで、土曜日は
午前11時30分まで

回
覧

または

☎0570-087-200（月～金 午前9時～午後５時）

（年末年始、保守点検日を除き24時間受付）

詳細はこちら



夏用品のごみへの出し方

アイス枕 クールネック

可燃ごみ

ハンディファン 日傘

不燃ごみ

扇風機 すだれ

粗大ごみ

※バッテリーが膨張しているハンディファンについては、清掃事業課または清掃事務所にお問い合わせください。

〈清掃だよりについてのご意見・お問合せ先〉

大森清掃事務所
3774-3811

清掃事業課
5744-1628

蒲田清掃事務所（蒲田地区）
6451-9535

蒲田清掃事務所（調布地区）
6459-8201

持続可能なOTA CHOICE
このチラシは、区役所内で
「回収⇒再生」した紙を使用
しています。 ©大田区

～利用の流れ～
１．不要品の商品情報を入力して査定を依頼
２．届いた査定結果を比較して買取店を選択
３．手間なくお財布にも優しい不要品処分が完了
※申し込み可能商品や受取方法については、「おいくら」のホームページをご確認ください。

大田区では、㈱マーケットエンタープライズと連携し、買取比較サイト
「おいくら」を通じたリユース（再利用）の推進を行っています。複数の
リサイクル業者に査定依頼できます。

リユース（再利用）に積極的に取り組みましょう！

清掃だよりは大田区ホームページでも閲覧可能です。
過去１年間の清掃だよりと災害時の資源・ごみの出し方はこちら

家電、家具、洋服、スマホ等
多くの品目を扱っています。
リサイクル業者に依頼する
だけでもOK!

詳細はこちら

※電話での対応はできません。


